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(57)【要約】
【課題】握り寿司に模したものとし得る靴下とする。
【解決手段】図に示す靴下Ａ１は、まぐろ（マグロ）の
「握り寿司」に模し得るものである。脚部２の上部裏面
（ふくらはぎ）に「マグロ」と記載されてその周りは鮪
の色とされ、その表面（脛：弁慶の泣き所）には鮪の切
り身模様ａが形成されている。この靴下Ａ１を広げた状
態において、爪先３から畳み、その畳んだ部分にウェル
ト４をひっくり返して被せる。この状態は、そのウェル
ト４表面の白色が飯色となり、そのウェルト４から露出
した畳んだ部分の表面には鮪の切り身模様ａが露出した
「マグロの握り寿司」に模したものとなる。
【選択図】図１Ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　爪先（３）から畳み、その畳んだ部分にウェルト（４）をひっくり返して被せた際、そ
のウェルト（４）表面が飯色となっているとともに、そのウェルトから露出した前記畳ん
だ部分の表面には寿司の具模様（ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ）が描かれて、握り寿司に模し
たものとなることを特徴とする靴下。
【請求項２】
　請求項１に記載の靴下において、爪先（３）を内側に折り曲げ、その折り曲げた部分を
さらに三角状に折り、さらに、その三角状の一角（１ｅ’）が靴下本体から飛び出るよう
に折り曲げ、以後、その突出した三角状部分から順々に畳み、その畳んだ部分にウェルト
（４）をひっくり返して被せ、前記突出した一角（１ｅ’）がウェルト（４）で被った部
分から突出することを特徴とする靴下。
【請求項３】
　爪先（３）又はウェルト（４）から三角状角（ｗ）ができるように折り畳み、その三角
状角（ｗ）を先にして三角状に畳み、以後同様にして折り畳んで三角状になった後、その
三角状からはみ出た片を折り畳み縁間に入り込ませて三角板状とし、その三角板状材の入
り込ませた片の折り畳み縁表面は飯色に描かれているとともに、前記三角状表面は魚の切
り身模様（ｈ）が描かれて、ます寿司に模したものとなることを特徴とする靴下。
【請求項４】
　爪先（３）の部分を脚部（２）に対して斜めに折り畳み、その上に残りの脚部（２）及
びウェルト（４）部分を折り重ねて三角状角（ｗ）を作り、爪先（３）部分を前記三角状
角（ｗ）を有する三角状部分に折り重ね、さらに、その爪先（３）部分を前記三角状部分
の辺に沿って折り返し、その後、ウェルト（４）部分をその上に折り重ね、その折り返し
たウェルト（４）部分を三角状部分に入り込ませて三角板状とし、その三角板状材の入り
込ませた片の折り畳み縁表面は飯色に描かれているとともに、前記三角状表面は魚の切り
身模様（ｈ）が描かれて、ます寿司に模したものとなることを特徴とする靴下。
【請求項５】
　幅方向半分に折り畳み、それを爪先（３）からウェルト（４）に向かって巻き上げ、そ
の巻き上げた部分をその軸心がウェルト（４）に対する方向に位置させた後、その巻き上
げ部分にウェルト（４）をひっくり返して被せた際、そのウェルト（４）表面が巻き海苔
色となり、その円環状ウェルト（４）内に、玉子焼き等の巻き寿司の具を模した模様（ｉ
１、ｉ２、ｉ３、ｉ４）が現れて巻き寿司に模したものとなることを特徴とする靴下。
【請求項６】
　２足の靴下（Ａ１０１、Ａ１０２）からなり、その一方の靴下（Ａ１０１）はその脚部
（２）の表面に魚の表皮模様（ｊ）が形成され、他方の靴下（Ａ１０２）は、その脚部（
２）部分に前記魚の切り身断面模様が形成されており、他方の靴下（Ａ１０２）のウェル
ト（４）部分を中側に入れた後、両靴下（Ａ１０１、Ａ１０２）をその幅方向半分に折り
畳み、その折り畳んだ一方の靴下（１０１）に他方の靴下（Ａ１０２）を爪先（３）を揃
えて重ね、それを爪先（３）からウェルト（４）に向かって巻き上げ、その巻き上げた部
分にウェルト（４）をひっくり返して被せた際、そのウェルト（４）表面が飯色となり、
その円柱状体の円周表面の約半分に魚の表皮模様（ｊ）が現れ、その内側に前記切り身断
面模様が現れ、飯に魚の切り身が載った押し寿司に模したものとなることを特徴とする靴
下。
【請求項７】
　２足の靴下（Ａ１２１、Ａ１２２）からなり、その一方の靴下（Ａ１２１）のウェルト
（４）部分が黒色とされるとともに、他の全体が海苔色とされ、他方の靴下（Ａ１２２）
は全体が飯色とされたものであり、他方の靴下（Ａ１２２）を、請求項３又は４に記載の
折り重ね等によって三角板状の飯のみのおむすび状とし、前記一方の靴下（Ａ１２１）を
爪先（３）側から折り畳み、その折り畳んだ状態の靴下（Ａ１２１）の一側に前記三角板
状靴下（Ａ１２２）を載せ、その三角板状靴下（Ａ１２２）の上に前記折り畳んだ状態の
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靴下（Ａ１２１）の他側部分を重ねて、海苔巻きされたおむすびに模したものとなること
を特徴とする靴下。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、畳むことによって「寿司態様」（寿司を模す態様）等となる靴下に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　靴下（ソックス）は脚部を被う衣類であり、その表面模様は編み糸の色や編み方を変化
させることによって種々のものが得られる。
　このような靴下において、その靴下表面に絵柄を施（形成）したり（特許文献１要約参
照）、その絵柄を発光ダイオードによって照射したりして（特許文献２要約参照）、特異
性を出したものがある。
【０００３】
　一方、寿司（すし）は、日本人のみならず、外国人にとっても、人気の高い食物（食べ
物）である。このため、その寿司に似せた包装菓子が提案されている（特許文献３図１～
図１３参照）。
　この菓子は、小片状の菓子をフィルムで包み、そのフィルムの表面に寿司の具（ネタ）
を描いたり、写真印刷（形成）したりするとともに、他の部分のフィルムを透明にして菓
子を見えるようにしたものであり、非常に好評を得ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２０９０３号公報
【特許文献２】特開２０１１－４７０７３号公報
【特許文献３】特許第４４０２００１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明は、以上の実情の下、寿司の人気を靴下に取り入れるようにすることを課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　まず、靴下のウェルトは、口ゴム部分からなって、その中に物を入れればその物を包ん
で収納し得る。つぎに、その包んだウェルトが白色等の飯色（めしいろ）であり、そのウ
ェルトの開口部から前記包んだ物が露出し、その露出部分が寿司の具に似ておれば、その
包まれた靴下は「握り寿司」に似た（模した）ものとなる（図１Ｃ、図２Ｃ、図３Ｃ、図
４Ｃ、図５Ｃ、図６Ｂ、図７Ｃ参照）。
【０００７】
　以上の知見の下、上記課題を達成するためのこの発明は、爪先から畳み、その畳んだ部
分にウェルトをひっくり返して被せた際、そのウェルト表面が飯色となっているとともに
、そのウェルトから露出した前記畳んだ部分の表面には寿司の具模様が描かれて、握り寿
司に模したものとなる構成を採用したのである。
　この靴下は、踵があるものは当然に、無いものであっても良い。今日、踵のない靴下も
販売されているからである。また、寿司の具は、印刷、糸の色変化及び編み方等の種々の
手段で描き、その具の装飾ができれば、その地をなす糸や編み方も任意である。ウェルト
の丈や色もその他の部分を包んで飯を現し得れば任意である。
　具も、エビ（海老）、マグロ（鮪）、鯛、玉子焼、さけ（鮭）イクラ（いくら）、鮹（
タコ）等と具になるものであれば、任意である。



(4) JP 2015-190082 A 2015.11.2

10

20

30

40

50

【０００８】
　この握り寿司に模し得る靴下において、胡瓜片や魚の尾ひれ等をウェルト内に差し込む
ことができ、その魚の尾ひれ等を有する握り寿司ともし得る。その態様は、例えば、上記
靴下において、爪先を内側に折り曲げ、その折り曲げた部分をさらに三角状に折り、さら
に、その三角状の一角が靴下本体から飛び出るように折り曲げ、以後、その突出した三角
状部分から順々に畳み、その畳んだ部分にウェルトをひっくり返して被せ、前記突出した
一角がウェルトで被った部分から突出する構成等とすることができる。
【０００９】
　また、長い筒状の靴下を扁平にして三角状に折り畳めば、厚みのある三角板状となり、
その三角板状材を環状に並べれば、富山名産の「ます寿司」に似た（模した）ものとなる
。
　この知見の下、上記課題を達成するためのこの発明の他の手段は、踵を有する靴下（図
８Ａ参照）にあっては、爪先又はウェルトから三角状角ができるように折り畳み、その三
角状角を先にして三角状に畳み、以後同様にして折り畳んで三角状になった後、その三角
状からはみ出た片を折り畳み縁間に入り込ませて三角板状とし、その三角板状材の入り込
ませた片の折り畳み縁表面は飯色に描かれているとともに、前記三角状表面は魚の切り身
模様が描かれて、ます寿司に模したものとなる構成を採用したのである。
【００１０】
　また、踵の無い真っ直ぐな靴下（図１４Ａ参照）にあっては、爪先の部分を脚部に対し
て斜めに折り畳み、その上に残りの脚部及びウェルト部分を折り重ねて三角状角を作り、
爪先部分を前記三角状角を有する三角状部分に折り重ね、さらに、その爪先部分を前記三
角状部分の辺に沿って折り返し、その後、ウェルト部分をその上に折り重ね、その折り返
したウェルト部分を三角状部分に入り込ませて三角板状とし、その三角板状材に入り込ま
せた片の折り畳み縁表面は飯色に描かれているとともに、前記三角状表面は魚の切り身模
様が描かれて、ます寿司に模したものとなる構成を採用したのである。
【００１１】
　この三角板状材となった靴下を、「ます寿司（鱒寿司）」のように、六角状桶（箱）等
に環状に６個等納めれば、「ます寿司」を模したものとなる。
　上記魚の切り身模様は、ます（鱒）の切り身模様が好ましいが、ぶり（鰤）であったり
、さけ（鮭）であったりと他の魚の切り身模様でも良い。その切り身模様は、印刷、糸の
色変化及び編み方等の種々の手段によって設ける。
【００１２】
　さらに、靴下をその幅方向半分に折り畳み、それを爪先からウェルトに向かって巻き上
げ、その巻き上げた部分の軸心がウェルトに対する方向にした後、その巻き上げ部分にウ
ェルトをひっくり返して被せた際、そのウェルト表面が海苔巻き色となり、その円環状ウ
ェルト内に、玉子焼き等の巻き寿司の具を模した模様が現れて巻き寿司に模したものとな
る構成を採用することができる。
【００１３】
　以上の寿司に模したものは一つの靴下で構成したが、２足（この発明においては、片足
のみを一足という）で構成することもできる。
　例えば、その２足の靴下の一方はその脚部の表面に魚の表皮模様が形成され、他方の靴
下は、その脚部に前記魚の切り身断面模様が形成されており、他方の靴下のウェルト部分
を中側に入れた後、両靴下をその幅方向半分に折り畳み、その折り畳んだ一方の靴下に他
方の靴下を爪先を揃えて重ね、それを爪先からウェルトに向かって巻き上げ、その巻き上
げた部分にウェルトをひっくり返して被せた際、そのウェルト表面が飯色となり、その円
柱状体の円表面の約半分に魚の表皮模様が現れ、その内側に前記切り身断面模様が現れ、
飯に魚の切り身が載った押し寿司に模したものとなる構成を採用することができる。
【００１４】
　また、その２足の靴下の一方はその脚部の表面に魚の切り身模様が形成され、他方の靴
下は、その脚部部分に前記魚の切り身断面模様が形成されており、一方の靴下に他方の靴
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下を爪先を揃えて重ね、それを爪先からウェルトに向かって折り畳み、その折り畳んだ部
分に一方の靴下を被せた際、そのウェルト表面が飯色となり、その反対面に前記切り身模
様が現れ、その内側に前記切り身断面模様が現れ、飯に魚の切り身が載った押し寿司に模
したものとなる構成を採用することができる。
【００１５】
　さらに、その２足の靴下の一方は、ウェルト部分が黒色、他の全体が海苔色とされたも
のであり、他方の靴下は、全体が飯色とされたものであり、他方の靴下を、上記の鱒寿司
のように、折り重ね等によって三角板状の飯のみのおむすび状とし、前記一方の靴下を爪
先側から折り畳み、その折り畳んだ状態の靴下の一側に、前記三角板状靴下を載せ、その
靴下を前記折り畳んだ状態の他側部分を重ねて、海苔巻きされたおむすびに模したものと
なる構成を採用することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明は、以上のように構成して、寿司に似せる態様とすることができるため、靴下
としては勿論、装飾具等ともなる。このため、贈り物等、特に、外国人の贈り物やおみや
げ等として最適な品となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】この発明に係る靴下のまぐろ（マグロ）握り寿司の態様とする実施形態を示し
、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏
面図
【図１Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同まぐろ握り寿司態様への畳み方説明図
【図１Ｃ】（ａ）は同まぐろ握り寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同正面図、（ｃ）は同
側面図、（ｄ）は同背面図
【図２Ａ】この発明に係る靴下の玉子焼握り寿司の態様とする実施形態を示し、（ａ）は
正面図、（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
【図２Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同玉子焼握り寿司態様への畳み方説明図
【図２Ｃ】（ａ）は同玉子焼握り寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同正面図、（ｃ）は同
側面図、（ｄ）は同背面図
【図３Ａ】この発明に係る靴下のタコ握り寿司の態様とする実施形態を示し、（ａ）は正
面図、（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
【図３Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同タコ握り寿司態様への畳み方説明図
【図３Ｃ】（ａ）は同タコ握り寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同正面図、（ｃ）は同側
面図、（ｄ）は同背面図
【図４Ａ】この発明に係る靴下のサーモン握り寿司態様とする実施形態を示し、（ａ）は
正面図、（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
【図４Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同サーモン握り寿司態様への畳み方説明図
【図４Ｃ】（ａ）は同サーモン握り寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同正面図、（ｃ）は
同側面図、（ｄ）は同背面図
【図５Ａ】この発明に係る靴下のエビ握り寿司態様とする一実施形態を示し、（ａ）は正
面図、（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
【図５Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同エビ握り寿司態様への畳み方説明図
【図５Ｃ】（ａ）は同エビ握り寿司態様にした斜視図、（ｂ）は他の同エビ握り寿司態様
にした斜視図、（ｃ）は（ａ）の正面図、（ｄ）は同側面図、（ｅ）は同背面図
【図６Ａ】この発明に係る靴下のエビ握り寿司態様とする他の実施形態を示し、（ａ）～
（ｄ）は同エビ握り寿司態様への畳み方説明図
【図６Ｂ】（ａ）は同エビ握り寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同側面図、（ｃ）は同背
面図
【図７Ａ】この発明に係る靴下のいくら軍艦巻き寿司の態様とする一実施形態を示し、（
ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
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【図７Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同いくら軍艦巻き寿司態様への畳み方説明図
【図７Ｃ】（ａ）は同いくら軍艦巻き寿司態様にした斜視図、（ｂ）は他の同いくら軍艦
巻き寿司態様にした斜視図、（ｃ）は（ａ）の正面図、（ｄ）は同側面図、（ｅ）は同背
面図
【図８Ａ】この発明に係る靴下のます寿司態様とする一実施形態を示し、（ａ）は正面図
、（ｂ）は背面図
【図８Ｂ】（ａ）～（ｅ）は同ます寿司態様への畳み方説明図
【図８Ｃ】同ます寿司態様に畳んだ靴下の一収納状態斜視図
【図８Ｄ】他の同ます寿司態様にした斜視図
【図９Ａ】この発明に係る靴下の巻き寿司態様とする実施形態を示し、（ａ）は正面図、
（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
【図９Ｂ】（ａ）～（ｄ）は同巻き寿司態様への畳み方説明図
【図９Ｃ】（ａ）は同巻き寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同正面図、（ｄ）は同側面図
、（ｅ）は同背面図
【図１０Ａ】この発明に係る靴下の鯖寿司態様とする実施形態を示し、（ａ）は一方の靴
下の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｂ）は同裏面図、（ｃ）は他方の靴下の正面
図、（ｄ）は（ｃ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｅ）は同裏面図
【図１０Ｂ】（ａ）～（ｄ）は同鯖寿司態様への畳み方説明図
【図１０Ｃ】同鯖寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同左側面図、（ｃ）は正面図、（ｄ）
は右側面図、（ｅ）は背面図
【図１１Ａ】この発明に係る靴下の笹寿司態様とする実施形態を示し、（ａ）は正面図、
（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
【図１１Ｂ】（ａ）～（ｆ）は同笹寿司態様への畳み方説明図
【図１１Ｃ】同笹寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同正面図、（ｃ）は同側面図、（ｄ）
は同背面図
【図１２Ａ】この発明に係る靴下のおにぎり態様とする実施形態を示し、（ａ）は一の靴
下の裏面図、（ｂ）は同表面図、（ｃ）は他の靴下の裏面図、（ｄ）は同表面図
【図１２Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同おにぎり態様への畳み方説明図
【図１２Ｃ】（ａ）は同おにぎり態様にした平面図、（ｂ）は同包装した状態の平面図
【図１３Ａ】この発明に係る靴下のいくら軍艦巻き寿司の態様とする他の実施形態を示し
、（ａ）は表面図、（ｂ）は裏面図
【図１３Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同いくら軍艦巻き寿司態様への畳み方説明図
【図１３Ｃ】（ａ）は同いくら軍艦巻き寿司態様にした斜視図、（ｂ）は他の同いくら軍
艦巻き寿司態様にした斜視図、（ｃ）は（ａ）の正面図、（ｄ）は同側面図、（ｅ）は同
背面図
【図１４Ａ】この発明に係る靴下のます寿司態様とする他の実施形態を示し、（ａ）は表
面図、（ｂ）は裏面図
【図１４Ｂ】（ａ）～（ｄ）は同ます寿司態様への畳み方説明図
【図１４Ｃ】（ｅ）～（ｈ）は同ます寿司態様への畳み方説明図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　この発明に係る靴下の各実施形態を図１Ａ～図１４Ｃに示し、この靴下Ａは、丸編みや
平編み等の従来周知の種々の編み方で製造され、踵部（踵）１を有するものＡ１～Ａ１２

２（図１Ａ～図１２Ａ参照）、踵１の無いものＡ１３、Ａ１４がある（図１３Ａ、図１４
Ａ参照）。後者の踵１の無い物は、足の大きさの制限が少ないため、ロット数を減らすこ
とができる。
【００１９】
　その図１Ａ～図１Ｃに示す靴下Ａ１は、まぐろ（マグロ）の「握り寿司」に模し得るも
のであり、脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に「マグロ」と記載され、その周りは鮪（ま
ぐろ）の切り身色（赤身色）とされ（図１Ａ（ｃ）参照）、その表面（脛：弁慶の泣き所
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）には鮪の切り身模様ａが形成されている（同図（ｂ）参照）。これらの「マグロ」文字
、その周りの切り身色及び切り身模様ａは、その適宜な着色糸及び編み方によって形成し
ている（以下の各実施形態の各靴下Ａ２～Ａ１４も同様）。
　この靴下Ａ１は、図１Ａ（ｃ）～図１Ｃ（ａ）に示すように、踵部１を表にした状態（
図１Ａ（ｃ））として、爪先３から順々に畳み（図１Ａ（ｃ））→図１Ｂ（ａ）→図１Ｂ
（ｂ）→図１Ｂ（ｃ））、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（図１Ｃ
（ａ））。この状態は、図１Ｃ（ａ）～同（ｃ）に示すように、そのウェルト４表面の白
色が飯色となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面には鮪の切り身模様ａが
露出した「マグロの握り寿司」に模したものとなる。
【００２０】
　図２Ａ～図２Ｃに示す靴下Ａ２は、玉子焼の「握り寿司」に模し得るものであり、同様
に、脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に「玉子」と記載されてその周りが玉子焼色（黄色
）とされ（図２Ａ（ｃ）参照）、その表面（脛：弁慶の泣き所）には玉子焼模様ｂ及び海
苔ｂ’が形成されている（同図（ａ）～同（ｃ））参照）。
　この靴下Ａ２は、図２Ａ（ｃ）～図２Ｃ（ａ）に示すように、同様に、踵部１を表にし
た状態（図２Ａ（ｃ））として、爪先３から順々に畳み（図２Ｂ（ａ）→図２Ｂ（ｂ）→
図２Ｂ（ｃ））、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（図２Ｃ（ａ））
。この状態は、図２Ｃ（ａ）～同（ｄ）に示すように、そのウェルト４表面の白色が飯色
となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面には玉子焼模様ｂと焼き海苔ｂ’
が露出した「玉子焼の握り寿司」に模したものとなる。
【００２１】
　図３Ａ～図３Ｃに示す靴下Ａ３は、鮹（たこ）の「握り寿司」に模し得るものであり、
同様に、脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に「タコ」と記載されてその周りが鮹の白身部
分の白色とされ（図３Ａ（ｃ）参照）、その表面（脛：弁慶の泣き所）には鮹の吸盤が現
れた鮹の切り身模様ｃが形成されている（同図（ａ）、同（ｂ）参照）。
　この靴下Ａ３は、図３Ａ（ｃ）～図３Ｃ（ａ）に示すように、同様に、踵部１を表にし
た状態（図３Ａ（ｃ））として、爪先３から順々に畳み（図３Ｂ（ａ）→図３Ｂ（ｂ）→
図３Ｂ（ｃ））、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（図３Ｃ（ａ））
。この状態は、図３Ｃ（ａ）～同（ｄ）に示すように、そのウェルト４表面の白色が飯色
となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面には鮹の切り身模様ｃが露出した
「たこの握り寿司」に模したものとなる。
【００２２】
　図４Ａ～図４Ｃに示す靴下Ａ４は、鮭（サーモン）の「握り寿司」に模し得るものであ
り、脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に「サーモン」と記載されてその周りがサーモン色
（橙色）とされ（図４Ａ（ｃ）参照））、その表面（脛：弁慶の泣き所）には鮭の切り身
模様ｄが形成されている（同図（ａ）、同（ｂ）参照）。
　この靴下Ａ４は、図４Ａ（ｃ）～図４Ｃ（ａ）に示すように、同様に、踵部１を表にし
た状態（図４Ａ（ｃ））として、爪先３から順々に畳み（図４Ｂ（ａ）→図４Ｂ（ｂ）→
図４Ｂ（ｃ））、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（図４Ｃ（ａ））
。この状態は、図４Ｃ（ａ）～同（ｄ）に示すように、そのウェルト４表面の白色が飯色
となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面には鮭の切り身模様ｄが露出した
「サーモンの握り寿司」に模したものとなる。
【００２３】
　図５Ａ～図５Ｃに示す靴下Ａ５は、海老（エビ）の「握り寿司」に模し得るものであり
、脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に「エビ」と記載されてその周りが海老の色（桃色）
とされ（図５Ａ（ｃ）参照）、その表面（脛：弁慶の泣き所）にはエビの切り身（皮剥）
模様ｅが形成されている（同図（ａ）、（ｂ）参照）。
　この靴下Ａ５は、図５Ａ（ｃ）～図５Ｃ（ａ）に示すように、同様に、踵部１を表にし
た状態（図５Ａ（ｃ））として、爪先３から順々に畳み（図５Ｂ（ａ）→図５Ｂ（ｂ）→
図５Ｂ（ｃ））、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（図５Ｃ（ａ））
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。このとき、海老の尻尾を模した片ｅ’を差し込むことができる（図５Ｃ（ｂ）参照）。
　この状態は、図５Ｃ（ａ）～同（ｅ）に示すように、そのウェルト４表面の白色が飯色
となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面にはエビの皮剥模様ｅが露出した
「エビの握り寿司」に模したものとなる。
【００２４】
　図６Ａ～図６Ｂに示す靴下Ａ５’は、上記と同様に、海老（エビ）の「握り寿司」に模
し得るものであるが、上記の尻尾を模した片ｅ’も構成するようにしたものである。
　この靴下Ａ５’は、図５Ａ（ｃ）の状態から、図６Ａ（ａ）～同（ｄ）に示すように、
まず、爪先３を内側に折り曲げ（同図（ａ））、その折り曲げた部分をさらに三角状に折
り（同図（ｂ））、さらに、その三角状の一角１ｅ’が靴下本体から飛び出るように折り
曲げる（同図（ｃ））。以後、上記実施形態と同様に、その突出した三角状部分から順々
に畳み（同図（ｄ））、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（図６Ｂ（
ａ））。
　この状態は、図６Ｂ（ａ）～同（ｃ）に示すように、そのウェルト４表面の白色が飯色
となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面にはエビの皮剥模様ｅが露出し、
上記突出した一角１ｅ’がエビの尻尾となった「エビの握り寿司」に模したものとなる。
このとき、その突出した一角１ｅ’をエビの尻尾に模した柄（図５Ｃ（ｂ）の片ｅ’参照
）とすることができる。
【００２５】
　図７Ａ～図７Ｃに示す靴下Ａ７は、いくら軍艦巻きの「握り寿司」に模し得るものであ
り、脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に「いくら軍艦」と記載されてその周りがいくらの
色（朱色）とされ（図７Ａ（ｃ）参照）、その表面（脛：弁慶の泣き所）にはいくらを詰
めた態様模様ｆが形成されている（同図（ａ）、（ｂ）参照）。また、ウェルト４は黒色
とされている。
　この靴下Ａ７は、図７Ａ（ｃ）～図７Ｃ（ａ）に示すように、同様に、踵部１を表にし
た状態（図７Ａ（ｃ））として、爪先３から順々に畳み（図７Ａ（ｃ）→図７Ｂ（ａ）→
図７Ｂ（ｂ）→図７Ｂ（ｃ））、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（
図７Ｃ（ａ））。このとき、適宜に、キュウリの切り片模様片ｆ’を入れ込むことができ
る（図７Ｃ（ｂ）参照）。
　この状態は、図７Ｃ（ａ）～同（ｅ）に示すように、そのウェルト４表面の黒色が海苔
巻き色となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面にはいくらを詰めた態様模
様ｆが露出した「いくら軍艦巻きの握り寿司」に模したものとなる。
【００２６】
　図８Ａ～図８Ｃに示す靴下Ａ８は、「ます寿司」に模し得るものであり、爪先３部分か
ら踵１部分までの足裏側が白色とされ、残りの部分は鱒の切り身模様ｈが描かれている。
また、その足裏の白地に「富山のます寿司」と記されている。
　この靴下Ａ８は、図８Ｂ（ａ）～同（ｅ）に示すように、図８Ａ（ａ）において、爪先
３又はウェルト４から三角状角ｗができるように折り畳み（図８Ｂ（ａ））、さらにその
三角状角ｗを先にして三角状に畳み（同図（ｂ））、以後同様にして折り畳んで三角状に
なった後（同図（ｃ）から同図（ｄ））、その三角状からはみ出た片（ウェルト４の一部
）を折り畳み縁間に入り込ませて三角板状にする（同図ｅ）。この三角板状においては、
その入り込ませた片の折り畳み縁表面は飯色となるとともに、三角板状表面は「ますの切
り身模様ｈ」が現れている。
　この三角板状になったものを、図８Ｃに示すように、六角枠状の箱（桶）Ｇ内に環状に
六個並べる。すると、三角状の「ますの切れ片ｈ」が周囲に六個並んでその各片の側縁か
ら飯色が覗き、「富山のます寿司」に模したものとなる。箱Ｇの枠状は、６角に限らず、
８角等と任意である。
　また、図８Ｄに示すように、図８Ｂ（ｅ）で示す三角板状に折り畳んだ靴下Ａ８の一角
に尾を模した片ｈ’’を挿入したものとすることもできる。
【００２７】
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　図９Ａ～図９Ｃに示す靴下Ａ９は、「巻き寿司」に模し得るものであり、脚部２の上部
裏面（ふくらはぎ）に「巻き寿司」と記載されてその周りが飯色（白色）とされ（図９Ａ
（ｃ）参照）、爪先３の部分が黄色、その内側の甲から足裏に至る部分全周に、赤ｉ１、
緑ｉ２、茶ｉ３、桃ｉ４の各色帯が形成され、ウェルト４は黒色とされている。
　この靴下Ａ９は、図９Ｂ（ａ）～同（ｄ）に示すように、同様に、踵部１を表にした状
態（図９Ａ（ｃ））として、幅方向半分に折り畳み（図９Ｂ（ａ）、それを爪先３からウ
ェルト４に向かって巻き上げる（図９Ｂ（ｂ）→同図（ｃ））。その巻き上げた部分をそ
の軸心がウェルト４に対する方向に位置させた後（図９Ｂ（ｄ））、その巻き上げ部分に
ウェルト４をひっくり返して被せる（図９Ｃ）。
　この状態は、図９Ｃ（ａ）～同（ｄ）に示すように、そのウェルト４表面の黒色が海苔
巻き色となり、その円環状ウェルト４内に、爪先３部分からなる玉子焼きを模した黄色、
人参を模した赤色ｉ１、胡瓜を模した緑色ｉ２、椎茸を模した茶色ｉ３、ソーセージを模
した桃色ｉ４が現れて「巻き寿司」に模したものとなる。
【００２８】
　図１０Ａ～図１０Ｃに示す靴下Ａ１０は、２足Ａ１０１、Ａ１０２によって「鯖寿司」
に模し得るものであり、その一方の靴下Ａ１０１はその脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）
に「鯖寿司」と記載されてその周りがサックスブルー色とされ（図１０Ａ（ｂ）参照）、
その表面には鯖の表皮模様ｊが形成されている（図１０Ａ（ａ）参照）。他方の靴下Ａ１
０２は、図１０Ａ（ｃ）～（ｅ）に示すように、その脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に
「鯖寿司」と記載されてその周りが桃色とされ（図１０Ａ（ｅ）参照）、その表面はその
桃色と茜色が形成されている（図１０Ａ（ｃ）、（ｄ）参照）。他の部分は白色となって
いる。
　この靴下Ａ１０は、まず、図１０Ｂ（ａ）に示すように、他方の靴下Ａ１０２のウェル
ト４部分を中側に折り曲げて入れ込み、その長さを一方の靴下Ａ１０１に対してウェルト
４の部分短いものとする。
　つぎに、その両靴下Ａ１０１、Ａ１０２を幅方向半分に折り畳み、一方の靴下Ａ１０１

に他方の靴下Ａ１０２を爪先３を揃えて重ねる（図１０Ｂ（ｂ））。それを爪先３からウ
ェルト４に向かって巻き上げ（図１０Ｂ（ｃ））、その巻き上げた部分にウェルト４をひ
っくり返して被せる（図１０Ｂ（ｄ）→図１０Ｃ）。
　このほぼ円柱状状態は、横向き（輪切り状態）の図１０Ｃ（ａ）～同（ｅ）に示すよう
に、そのウェルト４表面等の白色が飯色となり、その円柱状体の円表面の約半分に鯖の表
皮模様ｊが現れ、その内側に桃色、その内側に茜色が現れ、飯に鯖の切り身が載った「鯖
寿司」に模したものとなる。
【００２９】
　図１１Ａ～図１１Ｃに示す靴下Ａ１１は、同一態様の２足Ａ１１１、Ａ１１２によって
「笹寿司」に模し得るものであり、その靴下Ａ１１１、Ａ１１２はその脚部２の上部裏面
（ふくらはぎ）に「鱒寿司」と記載されてその周りが朱色とされ（図１１Ａ（ｃ）参照）
、その表面には鱒の切り身模様ｈ’が形成されている（図１１Ａ（ｂ）参照）。他の部分
は白色となっている。
　この靴下Ａ１１は、図１１Ｂ（ａ）に示すように、踵部１を表にした状態で、一方の靴
下Ａ１１１に他方の靴下Ａ１１２を爪先３を揃えて重ねる。その２足重ねから爪先３側か
ら３分の１程を折り畳み（同図（ｂ））、その折り畳んだ部分をさらに半分に折り畳み（
同図（ｃ）、その折り畳んだ部分をウェルト４に向かって折り畳む（同図（ｄ））。その
後、その折り畳んだ部分に一方の靴下Ａ１１１のウェルト４を他方の靴下Ａ１１２のウェ
ルト４を折り込み介在して被せる（同図（ｅ）→同図（ｆ））。
　この四角折り状態は、図１１Ｃ（ａ）～同（ｄ）に示すように、そのウェルト４表面等
の白色が飯色となり、その飯色部分の表面に２足の靴下Ａ１１１、Ａ１１２の切り身模様
ｈ’が２層に現れ、鱒の切り身ｈ’を飯の表面に設けた押し寿司の態様となる。この押し
寿司状態の靴下Ａ１１を笹で包めば「笹寿司」に模したものとなる。
　この押し寿司態様は、一方の靴下Ａ１１１又はＡ１１２のみでも同様に折り畳むことに
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よって構成できる。この場合、飯部分が薄くなると共に、切り身模様ｈ’が一層となる。
【００３０】
　図１２Ａ～図１２Ｃに示す靴下Ａ１２は、２足Ａ１２１、Ａ１２２によって「おむすび
」に模し得るものであり、その一方の靴下Ａ１２１はその脚部２の上部に「のり」と記載
され、ウェルト４部分が黒色、他の全体が海苔色とされたものである（図１２Ａ（ａ）、
（ｂ）参照）。他方の靴下Ａ１２２は、全体が白色とされ、その脚部２の上部に「明太子
」と記載され、足裏部分に「明太子」の模様ｋが形成されている（同図（ｃ）参照）。
　この靴下Ａ１２は、まず、他方の靴下Ａ１２２を、上述の図８Ｂで示したように折り畳
んで三角板状とする。この三角板状は全体が飯色（白色）で三角おむすび状である。
　つぎに、一方の靴下Ａ１２１を図１２Ｂ（ａ）に示すように、踵部１を表にした状態で
、爪先３側から４分の１程を折り畳み（同図（ａ））、その折り畳んだ部分にウェルト４
側を３分の２程折り畳む（同図（ｂ））。
　その折り畳んだ状態の靴下Ａ１２１の一側に、上記三角板状靴下Ａ１２２を載せ（図１
２Ｂ（ｃ））、その靴下Ａ１２２に前記折り畳んだ状態の靴下Ａ１２１の他側部分を重ね
る（図１２Ｃ（ａ））。これを透明の包装フィルム６で包むことによって、コンビニエン
スストア等で売られている「おむすび」に模したものとなる（同図（ｂ））。
【００３１】
　上記各実施形態の靴下Ａ１～Ａ１２は踵１を有するものであったが、図１３Ａ、図１４
Ａに示す踵１の無い靴下Ａ１３、Ａ１４であっても、靴下Ａ１３については同じ畳み方で
もって握り寿司に模したものとし、ます寿司態様にあっては、例えば、図１４Ａ～図１４
Ｃに示す畳み方態様とし得る。
【００３２】
　すなわち、靴下Ａ１３にあっては、「いくら軍艦巻き寿司」に模し得るものを例にして
説明すると、図１３Ａ（ａ）、（ｂ）に示すように、同様に、脚部２の上部裏面（ふくら
はぎ）に「いくら軍艦」と記載されてその周りがいくらの色（朱色）とされ、その表面（
脛：弁慶の泣き所）にはいくらを軍艦巻き状に詰めた態様模様ｆが形成されている。
　この靴下Ａ１３は、図１３Ｂ（ａ）～同図（ｃ）に示すように、同様に、爪先３から畳
み、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（図１３Ｃ（ａ））。このとき
、適宜に、キュウリの切り片模様片ｆ’を入れ込む（図１３Ｃ（ｂ）参照）。
　この状態は、図１３Ｃ（ａ）～同（ｅ）に示すように、同様に、そのウェルト４表面の
黒色が海苔色となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面にはいくらを詰めた
態様模様ｆが露出した「いくら軍艦巻き寿司」に模したものとなる。
　他のマグロなどの握り寿司においても、踵１の無い靴下にあっては同様にしてそれらの
寿司に模したものとする。
【００３３】
　図１４Ａに示す「ます寿司」を模す靴下Ａ１４にあっては、図１４Ｂ（ａ）～（ｄ）及
び図１４Ｃ（ｅ）～（ｈ）に示すように、爪先３の部分を脚部２に対して斜めに折り畳み
（図１４Ｂ（ａ））、その上に残りの脚部２及びウェルト４部分を折り重ねて「ます寿司
」の三角状角ｗを作る（図１４Ｂ（ｂ））。それを裏返したものが図１４Ｂ（ｃ）であり
、この状態で、同図（ｄ）に示すように爪先３部分を三角状部分に折り重ね、さらに、そ
の爪先３部分を三角状の辺に沿って折り返す（図１４Ｃ（ｅ））。その後、ウェルト４部
分をその上に折り重ねる（図１４Ｃ（ｆ））。その裏返した態様が図１４Ｃ（ｇ）であり
、その折り返したウェルト４部分を三角状部分に入れ込んで、「ます寿司」態様を得る（
同図（ｈ））。
　この三角板状になったものを、同様に、図８Ｃに示すように、六角枠状の箱（桶）Ｇ内
に環状に六個並べることによって、「富山のます寿司」に模したものとなる。
【００３４】
　なお、上記各切り身模様ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｈ、ｊ、ｋ等の柄出しはカットボス
によった。そのカットボスはベースの糸（靴下本体を構成する糸）とは別の糸を入れて編
むものであり、柄を細かく表現しようとすると、その別糸が多くなり、横幅の伸びが悪く
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なる。このため、靴下Ａとして使用できる伸縮性と柄として見栄えが悪くならない点を考
慮してその別糸の編み込み量を適宜に設定する。柄を細かくするには、針数の多い編み機
を使用する。
【００３５】
　上記各靴下Ａ１～Ａ５’、Ａ８、Ａ１１、Ａ１４の魚の切り身模様ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ
、ｈ、ｈ’は上記のものに限定されないことは勿論であり、その畳み方も上記の態様に限
定されないことは勿論である。
　また、「握り寿司」、「ます寿司」や「押し寿司」等に限定されず、他の握り寿司や、
例えば「稲荷寿司」、「助六寿司」、「ちらし寿司」、「五目寿司」、「柿の葉寿司」な
どの種々の寿司に模したものとし得ることは勿論である。
　さらに、上記飯色は、白飯、赤飯、五目飯等のみならず、「軍艦巻き」のように、海苔
色（黒）や切り身の地色等も採用でき、それらから種々の色を適宜に選択できる。
【００３６】
　上記各実施形態において、切り身等の模様は、糸色や編み方による形成に代えて、刺繍
によったり、印刷（プリント）等によったりしてそれらの模様を現すことができる。また
、靴下Ａとしては、指無しであったが、二本指（足袋状）のものや五本指の靴下であって
も、この発明を採用することができることは勿論である。
　このように、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。この発明の範囲は、特許の範囲によって示され、特許請求
の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【００３７】
　なお、上記各実施形態は、寿司又はそれに類する「おむすび」に関するものであったが
、この発明は、他の食べ物、例えば、ます寿司の応用例として、同様に、三角状に折り畳
んで、環状に配置した「ピザ」や「ケーキ」としたり、ショートケーキ等のカットケーキ
としたり、巻き寿司の応用例として、シナモンロールケーキ、ロールケーキ等のケーキ類
や伊達巻き等を模すことができる。また、笹寿司の応用例として、四角状のチョコケーキ
、ティラミス、豆腐等を模した物などとし得る。それらにおいては、畳んで三角状、四角
状とした際、表面に現れる部分に、ピザ等の表面模様が描かれ、側面にはその生地等の色
が現れる構成の靴下とする。さらに、寿司を食する時の「湯飲み」に模し得る靴下ともし
得る。
【符号の説明】
【００３８】
Ａ１　マグロの握り寿司を模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ２　玉子焼きの握り寿司を模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ３　タコの握り寿司を模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ４　サーモンの握り寿司を模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ５　エビの握り寿司を模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ５’　エビの握り寿司を模したこの発明に係る他の実施形態の靴下
Ａ７　いくら軍艦巻きの握り寿司を模したこの発明に係る一実施形態の靴下
Ａ８　ます寿司を模したこの発明に係る一実施形態の靴下
Ａ９　巻き寿司を模したこの発明に係る他の実施形態の靴下
Ａ１０　鯖寿司を模したこの発明に係る他の実施形態の靴下
Ａ１０１　同実施形態をなす一方の靴下
Ａ１０２　同実施形態をなす他方の靴下
Ａ１１　笹寿司を模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ１１１　同実施形態をなす一方の靴下
Ａ１１２　同実施形態をなす他方の靴下
Ａ１２　おむすびを模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ１２１　同実施形態をなす一方の靴下
Ａ１２２　同実施形態をなす他方の靴下
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Ａ１３　いくら軍艦巻きの握り寿司を模したこの発明に係る他の実施形態の靴下
Ａ１４　ます寿司を模したこの発明に係る他の実施形態の靴下
１　踵
２　脚部
３　爪先
４　ウェルト
ａ　マグロの切り身模様
ｂ　玉子焼きの切り片模様
ｃ　タコの切り身模様
ｄ　サーモン切り身模様
ｅ　エビ模様
ｅ’エビの尻尾片　
ｆ　いくらの詰め模様
ｆ’キュウリの切り片模様片
ｈ、ｈ’　ますの切り身模様
ｉ、ｉ１、ｉ２、ｉ３、ｉ４　巻き寿司の具模様
ｊ　鯖の表皮模様
ｗ　三角状角
Ｇ　ます寿司用箱（桶）
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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平らにした状態の靴下がその爪先（３）からウェルト（４）に向かって順々に畳まれ、
その畳んだ部分にウェルト（４）がひっくり返して被せられており、そのひっくり返して
被せられた表側となるウェルト（４）表面が飯色となっているとともに、そのウェルトか
ら露出した前記畳んだ部分の前記表側となる表面には寿司の具模様（ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ
、ｆ）が描かれて、握り寿司に模したものとなっていることを特徴とする靴下。
【請求項２】
　請求項１に記載の靴下において、上記平らにした状態の靴下の爪先（３）がウェルト（
４）に向かって折り曲げられ、その折り曲げ線で形成される縁の一端が三角形の一角（１
ｅ’）となるように、前記折り曲げた部分が、前記平らにした状態の靴下の長さ方向に対
して斜め方向に三角状に折り曲げられ、その三角状に折り曲げられた部分が前記三角状の
一角（１ｅ’）がウェルト（４）の側縁の延長線上から飛び出るように折り曲げられ、そ
の突出した三角状部分からウェルト（４）に向かって順々に畳まれ、その畳んだ部分にウ
ェルト（４）がひっくり返して被せられて、前記突出した一角（１ｅ’）がウェルト（４
）で被った部分から突出していることを特徴とする靴下。
【請求項３】
　踵部（１）を有する平ら状態にしたく字状の靴下がその爪先（３）から前記踵部（１）
を折り目として三角状角（ｗ）ができるように折り畳まれ、その三角状角（ｗ）を含む部
分が、三角状角（ｗ）を折り畳み方向の先にしてウェルト（４）の側縁の延長線上に位置
するように三角状に畳まれ、その三角状の畳みがウェルト（４）まで繰り返されて三角板
状となり、その三角板状からはみ出た片が前記三角状に折り畳んだ折り目線で形成される
縁間に入り込んでおり、その三角板状となった靴下の側面は飯色に描かれているとともに
、前記三角板状となった靴下の表面は魚の切り身模様（ｈ）が描かれて、ます寿司に模し
たものとなっていることを特徴とする靴下。
【請求項４】
　真っ直ぐに平らにした状態の靴下の爪先（３）の部分が脚部（２）に対してその脚部（
２）途中で斜めに折り畳まれ、その折り畳んだ爪先（３）部分の上に残りの脚部（２）及
びウェルト（４）部分が前記爪先部分の側縁に折り目線が位置するように折り重なってそ
の折り目線の一端に三角状角（ｗ）が作られ、前記折り畳んだ爪先（３）部分が前記三角
状角（ｗ）を有する三角状部分にその三角状部分の側縁に折り目線が位置してウェルト（
４）に向くように折り重ねられ、さらに、その爪先（３）部分が前記三角状部分の辺に沿
って折り返され、前記三角状部分から突出する脚部（２）及びウェルト（４）部分がその
折り返した爪先（３）部分の上に前記三角状部分の側縁を折り目線として折り重ねられ、
その折り重ねたウェルト（４）部分が前記三角状部分の折り重ねた折り目線で形成される
縁間に入り込んで三角板状となっており、その三角板状となった靴下の側面は飯色に描か
れているとともに、前記三角板状となった靴下の表面は魚の切り身模様（ｈ）が描かれて
、ます寿司に模したものとなっていることを特徴とする靴下。
【請求項５】
　平らにした状態の靴下がその幅方向半分に折り畳まれ、その折り畳まれた靴下が爪先（
３）からウェルト（４）に向かって巻き上げられ、その巻き上げた部分がその軸心が前記
幅方向に直交するウェルト（４）に向く方向に位置して、その巻き上げ部分にウェルト（
４）がひっくり返されて被っており、そのひっくり返した表側となるウェルト（４）表面
が海苔巻き色となり、その円環状ウェルト（４）内に、玉子焼き等の巻き寿司の具を模し
た模様（ｉ１、ｉ２、ｉ３、ｉ４）が現れて巻き寿司に模したものとなっていることを特
徴とする靴下。
【請求項６】
　２足の靴下（Ａ１０１、Ａ１０２）からなり、その一方の靴下（Ａ１０１）はその脚部
（２）の表面に魚の表皮模様（ｊ）が形成され、他方の靴下（Ａ１０２）は、そのウェル
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ト（４）部分に前記魚の切り身断面模様が形成されており、他方の靴下（Ａ１０２）のウ
ェルト（４）部分が中側に入れられ、両靴下（Ａ１０１、Ａ１０２）がその幅方向半分に
折り畳まれ、その折り畳んだ一方の靴下（１０１）に他方の靴下（Ａ１０２）が爪先（３
）を揃えて重ねられ、それを爪先（３）からウェルト（４）に向かって巻き上げられて、
その巻き上げた部分が一方の靴下（Ａ１０１）のウェルト（４）内に入り込んでそのウェ
ルト（４）で包み込まれて円柱状となっており、その包んだ表側となるウェルト（４）表
面が飯色となり、その円柱状体の外周表面の約半分に魚の表皮模様（ｊ）が現れ、その円
柱状体の側面の前記ウエルト（４）以外には前記切り身断面模様が現れ、飯に魚の切り身
が載った押し寿司に模したものとなっていることを特徴とする靴下。
【請求項７】
　２足の靴下（Ａ１２１、Ａ１２２）からなり、その一方の靴下（Ａ１２１）のウェルト
（４）部分が黒色とされるとともに、他の全体が海苔色とされ、他方の靴下（Ａ１２２）
は全体が飯色とされたものであり、他方の靴下（Ａ１２２）が、請求項３又は４に記載の
折り重ねによって三角板状の飯のみのおむすび状となっており、前記一方の靴下（Ａ１２

１）が平らにした状態の爪先（３）側及びウェルト（４）側をそれぞれ相互に向かって重
なり合うように折り畳まれ、その折り畳まれた状態の靴下（Ａ１２１）の一側に前記三角
板状靴下（Ａ１２２）が載り、その三角板状靴下（Ａ１２２）の上に前記折り畳まれた状
態の靴下（Ａ１２１）の他側部分が重なって、海苔巻きされたおむすびに模したものとな
っていることを特徴とする靴下。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、畳むことによって「寿司態様」（寿司を模す態様）等となる靴下に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　靴下（ソックス）は脚部を被う衣類であり、その表面模様は編み糸の色や編み方を変化
させることによって種々のものが得られる。
　このような靴下において、その靴下表面に絵柄を施（形成）したり（特許文献１要約参
照）、その絵柄を発光ダイオードによって照射したりして（特許文献２要約参照）、特異
性を出したものがある。
【０００３】
　一方、寿司（すし）は、日本人のみならず、外国人にとっても、人気の高い食物（食べ
物）である。このため、その寿司に似せた包装菓子が提案されている（特許文献３図１～
図１３参照）。
　この菓子は、小片状の菓子をフィルムで包み、そのフィルムの表面に寿司の具（ネタ）
を描いたり、写真印刷（形成）したりするとともに、他の部分のフィルムを透明にして菓
子を見えるようにしたものであり、非常に好評を得ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２０９０３号公報
【特許文献２】特開２０１１－４７０７３号公報
【特許文献３】特許第４４０２００１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この発明は、以上の実情の下、寿司の人気を靴下に取り入れるようにすることを課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　まず、靴下のウェルトは、口ゴム部分からなって、その中に物を入れればその物を包ん
で収納し得る。つぎに、その包んだウェルトが白色等の飯色（めしいろ）であり、そのウ
ェルトの開口部から前記包んだ物が露出し、その露出部分が寿司の具に似ておれば、その
包まれた靴下は「握り寿司」に似た（模した）ものとなる（図１Ｃ、図２Ｃ、図３Ｃ、図
４Ｃ、図５Ｃ、図６Ｂ、図７Ｃ参照）。
【０００７】
　以上の知見の下、上記課題を達成するためのこの発明は、平らにした状態の靴下がその
爪先からウェルトに向かって順々に畳まれ、その畳んだ部分にウェルトをひっくり返して
被せられ、そのひっくり返して被せられた表側となるウェルト表面が飯色となっていると
ともに、そのウェルトから露出した前記畳んだ部分の表側となる表面には寿司の具模様が
描かれて、握り寿司に模したものとなっている構成を採用したのである。
　この靴下は、踵があるものは当然に、無いものであっても良い。今日、踵のない靴下も
販売されているからである。また、寿司の具は、印刷、糸の色変化及び編み方等の種々の
手段で描き、その具の装飾ができれば、その地をなす糸や編み方も任意である。ウェルト
の丈や色もその他の部分を包んで飯を現し得れば任意である。
　具も、エビ（海老）、マグロ（鮪）、鯛、玉子焼、さけ（鮭）イクラ（いくら）、鮹（
タコ）等と具になるものであれば、任意である。
【０００８】
　この握り寿司に模し得る靴下において、胡瓜片や魚の尾ひれ等をウェルト内に差し込む
ことができ、その魚の尾ひれ等を有する握り寿司ともし得る。その胡瓜片等を差し込まな
い同様な態様は、例えば、上記靴下において、平らにした状態の靴下の爪先がウェルトに
向かって折り曲げられ、その折り曲げ線で形成される縁の一端が三角形の一角となるよう
に、前記折り曲げた部分が、前記平らにした状態の靴下の長さ方向に対して斜め方向に三
角状に折り曲げられ、その三角状に折り曲げられた部分が前記三角状の一角がウェルトの
側縁の延長線上から飛び出るように折り曲げられ、その突出した三角状部分からウェルト
に向かって順々に畳まれ、その畳んだ部分にウェルトがひっくり返して被せられて、前記
突出した一角がウェルトで被った部分から突出している構成等とすることができる。
【０００９】
　また、長い筒状の靴下を扁平にして（平らにして）三角状に折り畳めば、厚みのある三
角板状となり、その三角板状材を環状に並べれば、富山名産の「ます寿司」に似た（模し
た）ものとなる。
　この知見の下、上記課題を達成するためのこの発明の他の手段は、踵を有する靴下（図
８Ａ参照）にあっては、平ら状態にしたく字状の靴下がその爪先から踵部を折り目として
三角状角ができるように折り畳まれ、その三角状角を含む部分が、三角状角を折り畳み方
向の先にしてウェルトの側縁の延長線上に位置するように三角状に畳まれ、その三角状の
畳みがウェルトまで繰り返されて三角板状となり、その三角板状からはみ出た片が前記三
角状に折り畳んだ折り目線で形成される縁間に入り込んでおり、その三角板状となった靴
下の側面は飯色に描かれているとともに、前記三角板状となった靴下の表面は魚の切り身
模様が描かれて、ます寿司に模したものとなっている構成を採用したのである。
【００１０】
　また、踵の無い真っ直ぐな靴下（図１４Ａ参照）にあっては、真っ直ぐに平らにした状
態の靴下の爪先の部分が脚部に対してその脚部途中で斜めに折り畳まれ、その折り畳んだ
爪先部分の上に残りの脚部及びウェルト部分が前記爪先部分の側縁に折り目線が位置する
ように折り重なってその折り目線の一端に三角状角が作られ、前記折り畳んだ爪先部分が
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前記三角状角を有する三角状部分にその三角状部分の側縁に折り目線が位置してウェルト
に向くように折り重ねられ、さらに、その爪先部分が前記三角状部分の辺に沿って折り返
され、前記三角状部分から突出する脚部及びウェルト部分がその折り返した爪先部分の上
に前記三角状部分の側縁を折り目線として折り重ねられ、その折り重ねたウェルト部分が
前記三角状部分の折り重ねた折り目線で形成される縁間に入り込んで三角板状となってお
り、その三角板状となった靴下の側面は飯色に描かれているとともに、前記三角板状とな
った靴下の表面は魚の切り身模様が描かれて、ます寿司に模したものとなっている構成を
採用したのである。
【００１１】
　この三角板状材となった靴下を、「ます寿司（鱒寿司）」のように、六角状桶（箱）等
に環状に６個等納めれば、「ます寿司」を模したものとなる。
　上記魚の切り身模様は、ます（鱒）の切り身模様が好ましいが、ぶり（鰤）であったり
、さけ（鮭）であったりと他の魚の切り身模様でも良い。その切り身模様は、印刷、糸の
色変化及び編み方等の種々の手段によって設ける。
【００１２】
　さらに、平らにした状態の靴下がその幅方向半分に折り畳まれ、その折り畳まれた靴下
が爪先からウェルトに向かって巻き上げられ、その巻き上げた部分の軸心が前記幅方向に
直交するウェルトに向く方向に位置して、その巻き上げ部分にウェルトがひっくり返され
て被っており、そのひっくり返した表側となるウェルト表面が海苔巻き色となり、その円
環状ウェルト内に、玉子焼き等の巻き寿司の具を模した模様が現れて巻き寿司に模したも
のとなっている構成を採用することができる。
【００１３】
　以上の寿司に模したものは一つの靴下で構成したが、２足（この発明においては、片足
のみを一足という）で構成することもできる。
　例えば、その２足の靴下の一方はその脚部の表面に魚の表皮模様が形成され、他方の靴
下は、その脚部に前記魚の切り身断面模様（切り身の厚さ方向断面模様）が形成されてお
り、他方の靴下のウェルト部分が中側に入れられ、両靴下がその幅方向半分に折り畳まれ
、その折り畳んだ一方の靴下に他方の靴下が爪先を揃えて重ねられ、それが爪先からウェ
ルトに向かって巻き上げられて、その巻き上げられた部分が一方の靴下のウェルト内に入
り込んでそのウェルトで包み込まれて円柱状となっており、その包んだ表側となるウェル
ト表面が飯色となり、その円柱状体の外周表面の約半分に魚の表皮模様が現れ、その円柱
状体の側面の前記ウエルト以外には前記切り身断面模様が現れ、飯に魚の切り身が載った
押し寿司に模したものとなっている構成を採用することができる。
【００１４】
　また、その踵部を裏側として真っ直ぐに平らにした状態の２足の靴下の一方は、その脚
部のウェルト側表面に魚の切り身模様が形成され、他方の靴下は、その脚部のウェルト側
裏面に前記魚の切り身断面模様が形成されたものであり、この２足の靴下が、踵部を表側
にして平らにした状態で、一方の靴下に他方の靴下が爪先を揃えて重ねられ、その２足重
ねた爪先側からウェルトに向かって３分の１程が折り畳まれ、その折り畳んだ部分がさら
にウェルトに向かって半分に折り畳まれ、さらにその折り畳んだ部分がウェルトに向かっ
てそのウェルトの手前まで折り畳まれ、一方の靴下のウェルトが、前記手前まで折り畳ん
だ部分に、他方の靴下のウェルトを折り込み介在して包むように被せられて四角折り状態
となっており、この四角折り状態は、そのウェルトの四角折り状態の裏側となる表面及び
側面が飯色となり、その飯色の反対側の表側となる表面に前記切り身模様が現れ、前記四
角折り状態側面の飯色部分の前記切り身模様側に前記切り身断面模様が現れ、飯に魚の切
り身が載った押し寿司に模したものとなっている構成を採用することができる。
【００１５】
　さらに、その２足の靴下の一方は、ウェルト部分が黒色、他の全体が海苔色とされたも
のであり、他方の靴下は、全体が飯色とされたものであり、他方の靴下が、上記の鱒寿司
のように、折り重ね等によって三角板状の飯のみのおむすび状となっており、前記一方の
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靴下が平らにした状態の爪先側及びウェルト側がそれぞれ相互に向かって重なり合うよう
に折り畳まれ、その折り畳まれた状態の靴下の一側に、前記三角板状靴下が載り、その靴
下を前記折り畳まれた状態の他側部分が重なって、海苔巻きされたおむすびに模したもの
となっている構成を採用することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明は、以上のように構成して、寿司に似せる態様とすることができるため、靴下
としては勿論、装飾具等ともなる。このため、贈り物等、特に、外国人の贈り物やおみや
げ等として最適な品となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】この発明に係る靴下のまぐろ（マグロ）握り寿司の態様とする実施形態を示し
、（ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏
面図
【図１Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同まぐろ握り寿司態様への畳み方説明図
【図１Ｃ】（ａ）は同まぐろ握り寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同正面図、（ｃ）は同
側面図、（ｄ）は同背面図
【図２Ａ】この発明に係る靴下の玉子焼握り寿司の態様とする実施形態を示し、（ａ）は
正面図、（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
【図２Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同玉子焼握り寿司態様への畳み方説明図
【図２Ｃ】（ａ）は同玉子焼握り寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同正面図、（ｃ）は同
側面図、（ｄ）は同背面図
【図３Ａ】この発明に係る靴下のタコ握り寿司の態様とする実施形態を示し、（ａ）は正
面図、（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
【図３Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同タコ握り寿司態様への畳み方説明図
【図３Ｃ】（ａ）は同タコ握り寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同正面図、（ｃ）は同側
面図、（ｄ）は同背面図
【図４Ａ】この発明に係る靴下のサーモン握り寿司態様とする実施形態を示し、（ａ）は
正面図、（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
【図４Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同サーモン握り寿司態様への畳み方説明図
【図４Ｃ】（ａ）は同サーモン握り寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同正面図、（ｃ）は
同側面図、（ｄ）は同背面図
【図５Ａ】この発明に係る靴下のエビ握り寿司態様とする一実施形態を示し、（ａ）は正
面図、（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
【図５Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同エビ握り寿司態様への畳み方説明図
【図５Ｃ】（ａ）は同エビ握り寿司態様にした斜視図、（ｂ）は他の同エビ握り寿司態様
にした斜視図、（ｃ）は（ａ）の正面図、（ｄ）は同側面図、（ｅ）は同背面図
【図６Ａ】この発明に係る靴下のエビ握り寿司態様とする他の実施形態を示し、（ａ）～
（ｄ）は同エビ握り寿司態様への畳み方説明図
【図６Ｂ】（ａ）は同エビ握り寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同側面図、（ｃ）は同背
面図
【図７Ａ】この発明に係る靴下のいくら軍艦巻き寿司の態様とする一実施形態を示し、（
ａ）は正面図、（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
【図７Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同いくら軍艦巻き寿司態様への畳み方説明図
【図７Ｃ】（ａ）は同いくら軍艦巻き寿司態様にした斜視図、（ｂ）は他の同いくら軍艦
巻き寿司態様にした斜視図、（ｃ）は（ａ）の正面図、（ｄ）は同側面図、（ｅ）は同背
面図
【図８Ａ】この発明に係る靴下のます寿司態様とする一実施形態を示し、（ａ）は正面図
、（ｂ）は背面図
【図８Ｂ】（ａ）～（ｅ）は同ます寿司態様への畳み方説明図
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【図８Ｃ】同ます寿司態様に畳んだ靴下の一収納状態斜視図
【図８Ｄ】他の同ます寿司態様にした斜視図
【図９Ａ】この発明に係る靴下の巻き寿司態様とする実施形態を示し、（ａ）は正面図、
（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
【図９Ｂ】（ａ）～（ｄ）は同巻き寿司態様への畳み方説明図
【図９Ｃ】（ａ）は同巻き寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同正面図、（ｄ）は同側面図
、（ｅ）は同背面図
【図１０Ａ】この発明に係る靴下の鯖寿司態様とする実施形態を示し、（ａ）は一方の靴
下の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｂ）は同裏面図、（ｃ）は他方の靴下の正面
図、（ｄ）は（ｃ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｅ）は同裏面図
【図１０Ｂ】（ａ）～（ｄ）は同鯖寿司態様への畳み方説明図
【図１０Ｃ】同鯖寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同左側面図、（ｃ）は正面図、（ｄ）
は右側面図、（ｅ）は背面図
【図１１Ａ】この発明に係る靴下の笹寿司態様とする実施形態を示し、（ａ）は正面図、
（ｂ）は（ａ）の中央線で折り開き扁平にした表面図、（ｃ）は同裏面図
【図１１Ｂ】（ａ）～（ｆ）は同笹寿司態様への畳み方説明図
【図１１Ｃ】同笹寿司態様にした斜視図、（ｂ）は同正面図、（ｃ）は同側面図、（ｄ）
は同背面図
【図１２Ａ】この発明に係る靴下のおにぎり態様とする実施形態を示し、（ａ）は一の靴
下の裏面図、（ｂ）は同表面図、（ｃ）は他の靴下の裏面図、（ｄ）は同表面図
【図１２Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同おにぎり態様への畳み方説明図
【図１２Ｃ】（ａ）は同おにぎり態様にした平面図、（ｂ）は同包装した状態の平面図
【図１３Ａ】この発明に係る靴下のいくら軍艦巻き寿司の態様とする他の実施形態を示し
、（ａ）は表面図、（ｂ）は裏面図
【図１３Ｂ】（ａ）～（ｃ）は同いくら軍艦巻き寿司態様への畳み方説明図
【図１３Ｃ】（ａ）は同いくら軍艦巻き寿司態様にした斜視図、（ｂ）は他の同いくら軍
艦巻き寿司態様にした斜視図、（ｃ）は（ａ）の正面図、（ｄ）は同側面図、（ｅ）は同
背面図
【図１４Ａ】この発明に係る靴下のます寿司態様とする他の実施形態を示し、（ａ）は表
面図、（ｂ）は裏面図
【図１４Ｂ】（ａ）～（ｄ）は同ます寿司態様への畳み方説明図
【図１４Ｃ】（ｅ）～（ｈ）は同ます寿司態様への畳み方説明図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　この発明に係る靴下の各実施形態を図１Ａ～図１４Ｃに示し、この靴下Ａは、丸編みや
平編み等の従来周知の種々の編み方で製造され、踵部（踵）１を有するものＡ１～Ａ１２

２（図１Ａ～図１２Ａ参照）、踵１の無いものＡ１３、Ａ１４がある（図１３Ａ、図１４
Ａ参照）。後者の踵１の無い物は、足の大きさの制限が少ないため、ロット数を減らすこ
とができる。
【００１９】
　その図１Ａ～図１Ｃに示す靴下Ａ１は、まぐろ（マグロ）の「握り寿司」に模し得るも
のであり、脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に「マグロ」と記載され、その周りは鮪（ま
ぐろ）の切り身色（赤身色）とされ（図１Ａ（ｃ）参照）、その表面（脛：弁慶の泣き所
）には鮪の切り身模様ａが形成されている（同図（ｂ）参照）。これらの「マグロ」文字
、その周りの切り身色及び切り身模様ａは、その適宜な着色糸及び編み方によって形成し
ている（以下の各実施形態の各靴下Ａ２～Ａ１４も同様）。
　この靴下Ａ１は、図１Ａ（ｃ）～図１Ｃ（ａ）に示すように、踵部１を表にして平らに
した状態（図１Ａ（ｃ））として、爪先３から順々に畳み（図１Ａ（ｃ））→図１Ｂ（ａ
）→図１Ｂ（ｂ）→図１Ｂ（ｃ））、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せ
る（図１Ｃ（ａ））。この状態は、図１Ｃ（ａ）～同（ｃ）に示すように、そのウェルト



(60) JP 2015-190082 A 2015.11.2

４表面の白色が飯色となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面には鮪の切り
身模様ａが露出した「マグロの握り寿司」に模したものとなる。
【００２０】
　図２Ａ～図２Ｃに示す靴下Ａ２は、玉子焼の「握り寿司」に模し得るものであり、同様
に、脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に「玉子」と記載されてその周りが玉子焼色（黄色
）とされ（図２Ａ（ｃ）参照）、その表面（脛：弁慶の泣き所）には玉子焼模様ｂ及び海
苔ｂ’が形成されている（同図（ａ）～同（ｃ））参照）。
　この靴下Ａ２は、図２Ａ（ｃ）～図２Ｃ（ａ）に示すように、同様に、踵部１を表にし
て平らにした状態（図２Ａ（ｃ））として、爪先３から順々に畳み（図２Ｂ（ａ）→図２
Ｂ（ｂ）→図２Ｂ（ｃ））、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（図２
Ｃ（ａ））。この状態は、図２Ｃ（ａ）～同（ｄ）に示すように、そのウェルト４表面の
白色が飯色となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面には玉子焼焼き模様ｂ
と焼き海苔ｂ’が露出した「玉子焼の握り寿司」に模したものとなる。
【００２１】
　図３Ａ～図３Ｃに示す靴下Ａ３は、鮹（たこ）の「握り寿司」に模し得るものであり、
同様に、脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に「タコ」と記載されてその周りが鮹の白身部
分の白色とされ（図３Ａ（ｃ）参照）、その表面（脛：弁慶の泣き所）には鮹の吸盤が現
れた鮹の切り身模様ｃが形成されている（同図（ａ）、同（ｂ）参照）。
　この靴下Ａ３は、図３Ａ（ｃ）～図３Ｃ（ａ）に示すように、同様に、踵部１を表にし
て平らにした状態（図３Ａ（ｃ））として、爪先３から順々に畳み（図３Ｂ（ａ）→図３
Ｂ（ｂ）→図３Ｂ（ｃ））、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（図３
Ｃ（ａ））。この状態は、図３Ｃ（ａ）～同（ｄ）に示すように、そのウェルト４表面の
白色が飯色となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面には鮹の切り身模様ｃ
が露出した「たこの握り寿司」に模したものとなる。
【００２２】
　図４Ａ～図４Ｃに示す靴下Ａ４は、鮭（サーモン）の「握り寿司」に模し得るものであ
り、脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に「サーモン」と記載されてその周りがサーモン色
（橙色）とされ（図４Ａ（ｃ）参照））、その表面（脛：弁慶の泣き所）には鮭の切り身
模様ｄが形成されている（同図（ａ）、同（ｂ）参照）。
　この靴下Ａ４は、図４Ａ（ｃ）～図４Ｃ（ａ）に示すように、同様に、踵部１を表にし
て平らにした状態（図４Ａ（ｃ））として、爪先３から順々に畳み（図４Ｂ（ａ）→図４
Ｂ（ｂ）→図４Ｂ（ｃ））、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（図４
Ｃ（ａ））。この状態は、図４Ｃ（ａ）～同（ｄ）に示すように、そのウェルト４表面の
白色が飯色となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面には鮭の切り身模様ｄ
が露出した「サーモンの握り寿司」に模したものとなる。
【００２３】
　図５Ａ～図５Ｃに示す靴下Ａ５は、海老（エビ）の「握り寿司」に模し得るものであり
、脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に「エビ」と記載されてその周りが海老の色（桃色）
とされ（図５Ａ（ｃ）参照）、その表面（脛：弁慶の泣き所）にはエビの切り身（皮剥）
模様ｅが形成されている（同図（ａ）、（ｂ）参照）。
　この靴下Ａ５は、図５Ａ（ｃ）～図５Ｃ（ａ）に示すように、同様に、踵部１を表にし
て平らにした状態（図５Ａ（ｃ））として、爪先３から順々に畳み（図５Ｂ（ａ）→図５
Ｂ（ｂ）→図５Ｂ（ｃ））、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（図５
Ｃ（ａ））。このとき、海老の尻尾を模した片ｅ’を差し込むことができる（図５Ｃ（ｂ
）参照）。
　この状態は、図５Ｃ（ａ）～同（ｅ）に示すように、そのウェルト４表面の白色が飯色
となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面にはエビの皮剥模様ｅが露出した
「エビの握り寿司」に模したものとなる。
【００２４】
　図６Ａ～図６Ｂに示す靴下Ａ５’は、上記と同様に、海老（エビ）の「握り寿司」に模
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し得るものであるが、上記の尻尾を模した片ｅ’も構成するようにしたものである。
　この靴下Ａ５’は、図５Ａ（ｃ）の平らにした状態から、図６Ａ（ａ）～同（ｄ）に示
すように、まず、爪先３を内側に（ウェルト４に向かって）折り曲げ（同図（ａ））、そ
の折り曲げ線で形成される縁の一端が三角形の一角１ｅ’となるように、前記折り曲げた
部分を、平らにした状態の靴下の長さ方向に対して斜め方向にさらに三角状に折り曲げ（
同図（ｂ））、さらに、その三角状に折り曲げられた部分を前記三角状の一角１ｅ’がウ
ェルト４の側縁の延長線上から飛び出るように折り曲げる（同図（ｃ））。以後、上記実
施形態と同様に、その突出した三角状部分から順々に畳み（同図（ｄ）、その畳んだ部分
にウェルト４をひっくり返して被せる（図６Ｂ（ａ））。
　この状態は、図６Ｂ（ａ）～同（ｃ）に示すように、そのウェルト４表面の白色が飯色
となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面にはエビの皮剥模様ｅが露出し、
上記突出した一角１ｅ’がエビの尻尾となった「エビの握り寿司」に模したものとなる。
このとき、その突出した一角１ｅ’をエビの尻尾に模した柄（図５Ｃ（ｂ）の片ｅ’参照
）とすることができる。
【００２５】
　図７Ａ～図７Ｃに示す靴下Ａ７は、いくら軍艦巻きの「握り寿司」に模し得るものであ
り、脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に「いくら軍艦」と記載されてその周りがいくらの
色（朱色）とされ（図７Ａ（ｃ）参照）、その表面（脛：弁慶の泣き所）にはいくらを詰
めた態様模様ｆが形成されている（同図（ａ）、（ｂ）参照）。また、ウェルト４は黒色
とされている。
　この靴下Ａ７は、図７Ａ（ｃ）～図７Ｃ（ａ）に示すように、同様に、踵部１を表にし
て平らにした状態（図７Ａ（ｃ））として、爪先３から順々に畳み（図７Ａ（ｃ）→図７
Ｂ（ａ）→図７Ｂ（ｂ）→図７Ｂ（ｃ））、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返し
て被せる（図７Ｃ（ａ））。このとき、適宜に、キュウリの切り模様片ｆ’を入れ込むこ
とができる（図７Ｃ（ｂ）参照）。
　この状態は、図７Ｃ（ａ）～同（ｅ）に示すように、そのウェルト４表面の黒色が海苔
巻き色となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面にはいくらを詰めた態様模
様ｆが露出した「いくら軍艦巻きの握り寿司」に模したものとなる。
【００２６】
　図８Ａ～図８Ｃに示す靴下Ａ８は、「ます寿司」に模し得るものであり、踵部１を有す
る平ら状態がく字状のものであって、爪先３部分から踵１部分までの足裏側が白色とされ
、残りの部分は鱒の切り身模様ｈが描かれている。また、その足裏の白地に「富山のます
寿司」と記されている。
　この靴下Ａ８は、図８Ｂ（ａ）～同（ｅ）に示すように、図８Ａ（ａ）において、爪先
３又はウェルト４から踵部１を折り目として三角状角ｗができるように折り畳み（図８Ｂ
（ａ））、さらにその三角状角ｗを含む部分が、三角状角ｗを折り畳み方向の先にしてウ
ェルト４の側縁の延長線上に位置するように三角状に畳み（同図（ｂ））、以後同様にし
て折り畳んで三角板状になった後（同図（ｃ）から同図（ｄ））、その三角板状からはみ
出た片（ウェルト４の一部）を前記三角状に折り畳んだ折り目線で形成される縁間に入り
込ませる（同図ｅ）。この三角板状においては、側面に飯色が現れ、表面には「ますの切
り身模様ｈ」が現れている。
　この三角板状になったものを、図８Ｃに示すように、六角枠状の箱（桶）Ｇ内に環状に
六個並べる。すると、三角状の「ますの切れ片ｈ」が周囲に六個並んでその各片の側縁か
ら飯色が覗き、「富山のます寿司」に模したものとなる。箱Ｇの枠状は、６角に限らず、
８角等と任意である。
　また、図８Ｄに示すように、図８Ｂ（ｅ）で示す三角板状に折り畳んだ靴下Ａの一角に
尾を模した片ｈ’’を挿入したものとすることもできる。
【００２７】
　図９Ａ～図９Ｃに示す靴下Ａ９は、「巻き寿司」に模し得るものであり、脚部２の上部
裏面（ふくらはぎ）に「巻き寿司」と記載されてその周りが飯色（白色）とされ（図９Ａ
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（ｃ）参照）、爪先３の部分が黄色、その内側の甲から足裏に至る部分全周に、赤ｉ１、
緑ｉ２、茶ｉ３、桃ｉ４の各色帯が形成され、ウェルト４は黒色とされている。
　この靴下Ａ９は、図９Ｂ（ａ）～同（ｄ）に示すように、同様に、踵部１を表にして平
らにした状態（図９Ａ（ｃ））として、幅方向半分に折り畳み（図９Ｂ（ａ）、それを爪
先３からウェルト４に向かって巻き上げる（図９Ｂ（ｂ）→同図（ｃ））。その巻き上げ
た部分をその軸心が前記幅方向に直交するウェルト４に向く方向に位置させた後（図９Ｂ
（ｄ））、その巻き上げ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（図９Ｃ）。
　この状態は、図９Ｃ（ａ）～同（ｄ）に示すように、そのウェルト４表面の黒色が海苔
巻き色となり、その円環状ウェルト４内に、爪先３部分からなる玉子焼きを模した黄色、
人参を模した赤色ｉ１、胡瓜を模した緑色ｉ２、椎茸を模した茶色ｉ３、ソーセージを模
した桃色ｉ４が現れて「巻き寿司」に模したものとなる。
【００２８】
　図１０Ａ～図１０Ｃに示す靴下Ａ１０は、２足Ａ１０１、Ａ１０２によって「鯖寿司」
に模し得るものであり、その一方の靴下Ａ１０１はその脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）
に「鯖寿司」と記載されてその周りがサックスブルー色とされ（図１０Ａ（ｂ）参照）、
その表面には鯖の表皮模様ｊが形成されている（図１０Ａ（ａ）参照）。他方の靴下Ａ１
０２は、図１０Ａ（ｃ）～（ｅ）に示すように、その脚部２の上部裏面（ふくらはぎ）に
「鯖寿司」と記載されてその周りが桃色とされ（図１０Ａ（ｅ）参照）、その表面はその
桃色と茜色が形成されている（図１０Ａ（ｃ）、（ｄ）参照）。他の部分は白色となって
いる。
　この靴下Ａ１０は、まず、図１０Ｂ（ａ）に示すように、他方の靴下Ａ１０２のウェル
ト４部分を中側に折り曲げて入れ込み、その長さを一方の靴下Ａ１０１に対してウェルト
４の部分短いものとする。
　つぎに、その両靴下Ａ１０１、Ａ１０２を幅方向半分に折り畳み、一方の靴下１０１に
他方の靴下Ａ１０２を爪先３を揃えて重ねる（図１０Ｂ（ｂ）。それを爪先３からウェル
ト４に向かって巻き上げ（図１０Ｂ（ｃ）、その巻き上げた部分にウェルト４をひっくり
返して被せる（図１０Ｂ（ｄ）→図１０Ｃ）。すなわち、その巻き上げた部分を一方の靴
下Ａ１０１のウェルト４内に入り込ませてそのウェルト４で包み込まれた円柱状とする。
このほぼ円柱状状態は、横向き（輪切り状態）の図１０Ｃ（ａ）～同（ｅ）に示すように
、そのウェルト４表面等の白色が飯色となり、その円柱状体の円表面の約半分に鯖の表皮
模様ｊが現れ、その内側に桃色、その内側に茜色が現れ、飯に鯖の切り身が載った「鯖寿
司」に模したものとなる。
【００２９】
　図１１Ａ～図１１Ｃに示す靴下Ａ１１は、同一態様の２足Ａ１１１、Ａ１１２によって
「笹寿司」に模し得るものであり、その靴下Ａ１１１、Ａ１１２はその脚部２の上部裏面
（ふくらはぎ）に「鱒寿司」と記載されてその周りが切り身断面模様となる朱色とされ（
図１１Ａ（ｃ）参照）、その表面には鱒の切り身模様ｈ’が形成されている（図１１Ａ（
ｂ）参照）。他の部分は白色となっている。
　この靴下Ａ１１は、図１１Ｂ（ａ）に示すように、踵部１を表にして平らにした状態で
、一方の靴下Ａ１１１に他方の靴下Ａ１１２を爪先３を揃えて重ねる。その２足重ねから
爪先３側から３分の１程を折り畳み（同図（ｂ）、その折り畳んだ部分をさらに半分に折
り畳み（同図（ｃ）、その折り畳んだ部分をウェルト４に向かってそのウェルト４の手前
まで折り畳む（同図（ｄ））。その後、その折り畳んだ部分に一方の靴下Ａ１１１のウェ
ルト４を他方の靴下Ａ１１２のウェルト４を折り込み介在して包むように被せる（同図（
ｅ）→同図（ｆ））。
　この四角折り状態は、図１１Ｃ（ａ）～同（ｄ）に示すように、そのウェルト４の四角
折り状態の裏側となる表面及び側面が飯色となり（図１１Ｃ（ｃ）、（ｄ）参照）、その
飯色の反対側の表側となる表面に切り身模様ｈ’が現れ（図１１Ｃ（ａ），（ｂ）参照）
、四角折り状態側面の飯色部分の切り身模様ｈ’側に上記朱色からなる切り身断面模様が
２層に現れ、鮭の切り身ｈ’を飯の表面に設けた押し寿司の態様となる。この押し寿司状
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態の靴下Ａ１１を笹で包めば「笹寿司」に模したものとなる。
この押し寿司態様は、一方の靴下Ａ１１１又はＡ１１２のみでも同様に折り畳むことによ
って構成できる。この場合、飯部分が薄くなると共に、切り身断面模様が一層となる。
【００３０】
　図１２Ａ～図１２Ｃに示す靴下Ａ１２は、２足Ａ１２１、Ａ１２２によって「おむすび
」に模し得るものであり、その一方の靴下Ａ１２１はその脚部２の上部に「のり」と記載
され、ウェルト４部分が黒色、他の全体が海苔色とされたものである（図１２Ａ（ａ）、
（ｂ）参照）。他方の靴下Ａ１２２は、全体が白色とされ、その脚部２の上部に「明太子
」と記載され、足裏部分に「明太子」の模様ｋが形成されている（同図（ｃ）参照）。
　この靴下Ａ１２は、まず、平らにした状態の他方の靴下Ａ１２２を、上述の図８Ｂで示
したように折り畳んで三角板状とする。この三角板状は全体が飯色（白色）で三角おむす
び状である。
　つぎに、一方の靴下Ａ１２１を図１２Ｂ（ａ）に示すように、踵部１を表にして平らに
した状態で、爪先３側から４分の１程を折り畳み（同図（ａ））、その折り畳んだ部分に
重なるようにウェルト４側を３分の２程折り畳む（同図（ｂ）。
　その折り畳んだ状態の靴下Ａ１２１の一側に、上記三角板状靴下Ａ１２２を載せ（図１
２Ｂ（ｃ））、その靴下Ａ１２２に前記折り畳んだ状態の靴下Ａ１２１の他側部分を重ね
る（図１２Ｃ（ａ））。これを透明の包装フィルム６で包むことによって、コンビニエン
スストア等で売られている「おむすび」に模したものとなる（同図（ｂ））。
【００３１】
　上記各実施形態の靴下Ａ１～Ａ１２は踵１を有するものであったが、図１３Ａ、図１４
Ａに示す踵１の無い靴下Ａ１３、Ａ１４もあっても、靴下Ａ１３については同じ畳み方で
もって握り寿司に模したものとし、ます寿司態様にあっては、例えば、図１４Ａ～図１４
Ｃに示す畳み方態様とし得る。
【００３２】
　すなわち、靴下Ａ１３にあっては、「いくら軍艦巻き寿司」に模し得るものを例にして
説明すると、図１３Ａ（ａ）、（ｂ）に示すように、同様に、脚部２の上部裏面（ふくら
はぎ）に「いくら軍艦」と記載されてその周りがいくらの色（朱色）とされ、その表面（
脛：弁慶の泣き所）にはいくらを軍艦巻き状に詰めた態様模様ｆが形成されている。
　この靴下Ａ１３は、図１３Ｂ（ａ）～同図（ｃ）に示すように、同様に、爪先３から畳
み、その畳んだ部分にウェルト４をひっくり返して被せる（図１３Ｃ（ａ））。このとき
、適宜に、キュウリの切り模様片ｆ’を入れ込む（図１３Ｃ（ｂ）参照）。
　この状態は、図１３Ｃ（ａ）～同（ｅ）に示すように、同様に、そのウェルト４表面の
黒色が海苔色となり、そのウェルト４から露出した畳んだ部分の表面にはいくらを詰めた
態様模様ｆが露出した「いくら軍艦巻き寿司」に模したものとなる。
　他のマグロなどの握り寿司においても、踵１の無い靴下にあっては同様にしてそれらの
寿司に模したものとする。
【００３３】
　図１４Ａに示す「ます寿司」を模す靴下Ａ１４にあっては、図１４Ｂ（ａ）～（ｄ）及
び図１４Ｃ（ｅ）～（ｈ）に示すように、真っ直ぐに平らにした状態の靴下の爪先３の部
分を脚部２に対してその脚部２途中で斜めに折り畳み（図１４Ｂ（ａ））、その折り畳ん
だ爪先３部分の上に残りの脚部２及びウェルト４部分を爪先部分の側縁に折り目線が位置
するように折り重ねてその折り目線の一端に「ます寿司」の三角状角ｗを作る（図１４Ｂ
（ｂ））。それを裏返したものが図１４Ｂ（ｃ）であり、この状態で、同図（ｄ）に示す
ように爪先３部分を三角状部分にその三角状部分の側縁に折り目線が位置してウェルト４
に向くように折り重ね、さらに、その爪先３部分を三角状の辺に沿って折り返す（図１４
Ｃ（ｅ））。その後、三角状部分から突出する脚部及びウェルト部分をその折り返した爪
先３部分の上に前記三角状部分の側縁を折り目線として折り重ねる（図１４Ｃ（ｆ））。
その裏返した態様が図１４Ｃ（ｇ）であり、その折り重ねたウェルト４部分を三角状部分
の折り重ねた折り目線で形成される縁間に入れ込ませて三角板状とする。この三角板状は



(64) JP 2015-190082 A 2015.11.2

、側面に飯色が現れ、表面には「ますの切り身模様ｈ」が現れて「ます寿司」態様を得る
（同図（ｈ））。
　この三角板状になったもの（靴下Ａ１４）を、同様に、図８Ｃ示すように、六角枠状の
箱（桶）Ｇ内に環状に六個並べることによって、「富山のます寿司」に模したものとなる
。
【００３４】
　なお、上記各切り身模様ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｈ、ｊ、ｋ等の柄出しはカットボス
によった。そのカットボスはベースの糸（靴下本体を構成する糸）とは別の糸を入れて編
むものであり、柄を細かく表現しようとすると、その別糸が多くなり、横幅の伸びが悪く
なる。このため、靴下Ａとして使用できる伸縮性と柄として見栄えが悪くならない点を考
慮してその別糸の編み込み量を適宜に設定する。柄を細かくするには、針数の多い編み機
を使用する。
【００３５】
　上記各靴下Ａ１～Ａ６、Ａ８、Ａ１１、Ａ１４の魚の切り身模様ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、
ｈ、ｈ’は上記のものに限定されないことは勿論であり、その畳み方も上記の態様に限定
されないことは勿論である。
　また、「握り寿司」、「ます寿司」や「押し寿司」等に限定されず、他の握り寿司や、
例えば「稲荷寿司、「助六寿司」、「ちらし寿司」、「五目寿司」、「柿の葉寿司」など
の種々の寿司に模したものとし得ることは勿論である。
　さらに、上記飯色は、白飯、赤飯、五目飯等のみならず、「軍艦巻き」のように、海苔
色（黒）や切り身の地色等も採用でき、それらから種々の色を適宜に選択できる。
【００３６】
　上記各実施形態において、切り身等の模様は、糸色や編み方による形成に代えて、刺繍
によったり、印刷（プリント）等によったりしてそれらの模様を現すことができる。また
、靴下Ａとしては、指無しであったが、二本指（足袋状）のものや五本指の靴下であって
も、この発明を採用することができることは勿論である。
　このように、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものでは
ないと考えられるべきである。この発明の範囲は、特許の範囲によって示され、特許請求
の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【００３７】
　なお、上記各実施形態は、寿司又はそれに類する「おむすび」に関するものであったが
、この発明は、他の食べ物、例えば、ます寿司の応用例として、同様に、三角状に折り畳
んで、環状に配置した「ピザ」や「ケーキ」としたり、ショートケーキ等のカットケーキ
としたり、巻き寿司の応用例として、シナモンロールケーキ、ロールケーキ等のケーキ類
や伊達巻き等を模すことができる。また、笹寿司の応用例として、四角状のチョコケーキ
、ティラミス、豆腐等を模した物などとし得る。それらにおいては、畳んで三角状、四角
状とした際、表面に現れる部分に、ピザ等の表面模様が描かれ、側面にはその生地等の色
が現れる構成の靴下とする。さらに、寿司を食する時の「湯飲み」に模し得る靴下ともし
得る。
【符号の説明】
【００３８】
Ａ１　マグロの握り寿司を模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ２　玉子焼きの握り寿司を模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ３　タコの握り寿司を模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ４　サーモンの握り寿司を模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ５　エビの握り寿司を模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ５’　エビの握り寿司を模したこの発明に係る他の実施形態の靴下
Ａ７　いくら軍艦巻きの握り寿司を模したこの発明に係る一実施形態の靴下
Ａ８　ます寿司を模したこの発明に係る一実施形態の靴下
Ａ９　巻き寿司を模したこの発明に係る他の実施形態の靴下
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Ａ１０　鯖寿司を模したこの発明に係る他の実施形態の靴下
Ａ１０１　同実施形態をなす一方の靴下
Ａ１０２　同実施形態をなす他方の靴下
Ａ１１　笹寿司を模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ１１１　同実施形態をなす一方の靴下
Ａ１１２　同実施形態をなす他方の靴下
Ａ１２　おむすびを模したこの発明に係る実施形態の靴下
Ａ１２１　同実施形態をなす一方の靴下
Ａ１２２　同実施形態をなす他方の靴下
Ａ１３　いくら軍艦巻きの握り寿司を模したこの発明に係る他の実施形態の靴下
Ａ１４　ます寿司を模したこの発明に係る他の実施形態の靴下
１　踵
２　脚部
３　爪先
４　ウェルト
ａ　マグロの切り身模様
ｂ　玉子焼きの切り片模様
ｃ　タコの切り身模様
ｄ　サーモン切り身模様
ｅ　エビ模様
ｅ’エビの尻尾片　
ｆ　いくらの詰め模様
ｆ’キュウリの切り片模様片
ｈ、ｈ’　ますの切り身模様
ｉ、ｉ１、ｉ２、ｉ３、ｉ４　巻き寿司の具模様
ｊ　鯖の表皮模様
ｗ　三角状角
Ｇ　ます寿司用箱（桶）
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